
第１編 総則

第１章 背景及び目的

１ 計画策定の背景及び目的

平成23年３月11日の東日本大震災の経験等を踏まえ，国においては，「災害廃棄

物対策指針」（平成26年３月）の策定や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以

下「廃掃法」という。）及び「災害対策基本法」の改正を行った（「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律」平成27年７月17

日公布）。

「災害廃棄物対策指針」の中で，都道府県は，都道府県地域防災計画と整合を取

りながら，処理方針や市町村の役割等を示した「災害廃棄物処理計画」を作成する

こととなっている。

このため本計画では，県内の市町村が被災市町村になった場合を想定し，平常時

から市町村，事業者団体との連絡体制を確認するとともに，災害廃棄物に関する災

害時の応急対応，復旧・復興等に必要となる事項をまとめた。

また，県内で大規模災害が起こる際に必要となる事項をまとめることで，災害時

における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し，市町村の災害廃棄物処理計画の策

定に資するものとする。

２ 本計画の位置付け

本計画は，地方公共団体における災害廃棄物処理計画策定の際の指針として環境

省が策定した「災害廃棄物対策指針」等を参考に策定し，災害対策基本法に基づく

「県地域防災計画」の一般災害対策編，地震災害対策編及び津波災害対策編におけ

る「し尿処理対策」，「ごみ処理対策」及び「災害廃棄物等の処理（がれき処理）」

と整合性を図るものとする。

また，廃掃法に基づく「県廃棄物処理計画」において記載した災害廃棄物の処理

対策に関し，より具体的かつ迅速に大規模災害時における廃棄物処理を行うための

基本的な考え方や方針，必要となる事項について，取りまとめたものである。



図表１ 本計画の位置付け

出典：環境省「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」



３ 対象とする災害及び災害廃棄物

本計画において対象とする災害は，「災害廃棄物対策指針」を参考に，地震災害，

津波災害及び水害とし，対象とする災害廃棄物は，「地震災害，津波災害及び水害

により発生する廃棄物」（図表５）と「被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄

物」（図表６）とする。

地震災害及び津波災害については，県地域防災計画（地震災害対策編）及び県地

域防災計画（津波災害対策編）で想定している12地震等（図表２）を対象とする。

水害については，県地域防災計画（一般災害対策編）で想定している３水害（図

表４）を対象とする。

図表２ 想定地震等の概要

（注）気象庁マグニチュード(Mj)とモーメントマグニチュード(Mw)について

断層による内陸の地震（番号①～⑥）は，断層の長さ（推定）から気象庁マグ

ニチュード(Mj)を算出している。その後，その断層の長さを用いて震源（波源）

断層モデルを作成し，モーメントマグニチュード(Mw)を求めている。

プレート境界の海溝型の地震（番号⑦～⑪）は，震源（波源）の位置・大きさ

を設定し，モーメント・マグニチュード(Mw)を求めている。

出典：「県地域防災計画」（地震災害対策編）



図表３ 想定地震等の位置

出典：「県地域防災計画」（地震災害対策編）



図表４ 想定水害

出典：「県地域防災計画」(一般災害対策編）



図表５ 地震災害，津波災害及び水害により発生する災害廃棄物

災害廃棄物の種類 内 容

木くず 柱・梁・壁材，水害又は津波などによる流木など

コンクリートがら コンクリート片やコンクリートブロック，アスファルトくず

等 など

金属くず 鉄骨や鉄筋，アルミ材など

可燃物 繊維類，紙，木くず，プラスチック等が混在した廃棄物

不燃物 分別することができない細かなコンクリートや木くず，プラ

スチック，ガラス，土砂などが混在し，概ね不燃性の廃棄物

腐敗性廃棄物 畳や被災冷蔵庫等から排出される水産物，食品，水産加工場

や飼肥料工場等から発生する原料及び製品など

津波堆積物 海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積し

たものや陸上に存在していた農地土壌等が津波に巻き込ま

れたもの

廃家電 被災家屋から排出されるテレビ，洗濯機，エアコンなどの家電

類で，災害により被害を受け使用できなくなったもの

廃自動車 災害により被害を受け使用できなくなった自動車，自動二

輪車，原動機付自転車

廃船舶 災害により被害を受け使用できなくなった船舶

有害廃棄物 石綿含有廃棄物，ＰＣＢ，感染性廃棄物，化学物質，フロ

ン類・ＣＣＡ・テトラクロロエチレン等の有害物質，医薬

品類，農薬類の有害廃棄物等

その他適正処理が 消火器，ボンベ類などの危険物や，ピアノ，マットレスな

困難な廃棄物 どの地方公団体の施設では処理が困難なもの（レントゲン

や非破壊検査用の放射線源を含む），漁網，石膏ボードなど

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」

図表６ 被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物

災害廃棄物の種類 内 容

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみなど

し尿 仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ，レンタルトイレ及

び他市町村・関係業界等からの提供されたくみ取り式トイレ

の総称）等からの汲取りし尿

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」



４ 処理主体

災害廃棄物は，廃掃法に規定する一般廃棄物であり，一般廃棄物の処理について

は，自治事務として，統括的な責任を有する市町村がその処理主体となる。

県は，県内の市町村，近隣他県，国及び関係事業者との間で，支援及び協力体制

を整えるなど，廃棄物処理に関する一連の業務についての調整機能を担うことを基

本とする。

地震災害，津波災害及び水害により甚大な被害を受けた市町村が自ら災害廃棄物

処理を行うことが困難な場合には，地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の

14又は第252条の16の２の規定により他の地方公共団体に事務を委託又は事務の代

替執行ができるとされており，必要に応じ，県は市町村に代わって災害廃棄物処理

を行う場合がある。

５ 処理計画の基本的な考え方

県及び市町村の処理計画

市町村は，自らが被災市町村となることを想定し，災害予防，災害応急対応，

復旧・復興等に必要な事項を平常時に計画として取りまとめるとともに，支援市

町村になることも想定し，必要となる事項を計画としてまとめ，これらを併せて

市町村災害廃棄物処理計画とする。

県は，管内の市町村が被災市町村となることを想定し，災害予防，災害応急対

応，復旧・復興等に必要となる事項を計画としてまとめ，支援県となることも想

定し，必要となる事項を計画として取りまとめる。

本計画と市町村災害廃棄物処理計画との整合が図れるよう計画策定後において

も相互調整を行い，継続的に点検・見直しを行う。



図表７ 県・市町村の計画策定の考え方

災害廃棄物処理計画 災害予防 災害応急対応 災害復旧・復興等

（被災・支援を考慮) (被害抑止・軽減)

県内市町村が被 ・被災市町村と連 ・進捗管理 ・進捗管理

災した場合 携し連絡調整・ ・市町村実行計画の検 ・被災市町村の情報収

県 情報収集・共同 討支援 集・支援要請

行動・支援要 ・応急対応（体制，財 ・県による復旧・復興

の 請，代行措置等 政，実施等） 等

を含む計画 ・被災市町村の情報収

計 集・支援要請

他都道府県を支 ・広域的な視点か ・支援に必要な情報 ・支援に必要な情報

画 援する場合 らの支援対策 収集・支援の実施 収集・支援の実施

（組織・人員・ ・災害対策経験者の ・長期支援の実施検

機材等）を含む 派遣 討

計画

・支援協定の締結

当該市町村が被 ・処理最前線とし ・進捗管理 ・進捗管理

市 災した場合 て具体性のある ・実行計画の検討 ・復旧・復興計画と合

計画 ・初動体制，状況把 わせた処理・再資源

町 握，災害対応，財 化

政管理等 ・他地方公共団体・民

村 ・県及び隣接する市 間事業者団体への支

町村，他地方公共 援要請等

の 団体・民間事業者

団体への支援要請

計 等

県内外の他の市 ・支援対策（組織 ・支援に必要な情報 ・支援に必要な情報

画 町村を支援する ・人員・機材 収集・支援の実施 収集・支援の実施

場合 等）に関する計 ・災害対策経験者の ・長期支援の実施検

画 派遣 討

・支援協定の締結

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆・修正

・ 想 定 災 害 規 模 の 統 一 ・ 広 域 的 な 視 点 の 検 討

・ 連 絡 体 制 の 調 整 ・ 市 町 村 の 計 画 と の 整 合 性



災害廃棄物処理実行計画の位置付け

本計画において対象とする災害（12地震等，３水害）及びそれと同程度の災害

の発災後には，国の策定する「災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（政

令指定された災害に限る。）及び本計画を基に，本県の被災状況及び特性に応じ

た処理の基本方針を含む「県災害廃棄物処理実行計画」（以下「実行計画」とい

う。）を策定し，災害廃棄物の処理作業を実施することとなる。

実行計画は，作業の実施状況や災害廃棄物推計量の変動などに応じて，適宜，

見直す。

図表８ 発災後の時期区分と特徴

時期区分 時期区分の特徴 時間の目安

災 初動期 人命救助が優先される時期（体制整備，被害 被災後数日間

害 状況の確認，必要資機材の確保等を行う）

応 応急対応 避難所生活が本格化する時期（主に優先的な ～３週間程度

急 （前半） 処理が必要な災害廃棄物を処理する期間）

対 応急対応 人や物の流れが回復する時期（災害廃棄物の ～３か月程度

応 （後半） 本格的な処理に向けた準備を行う期間）

復旧・復興 避難所生活が終了する時期（一般廃棄物処理 ～３年程度

の通常業務化が進み，災害廃棄物の本格的な

処理の期間）

※時間の目安は災害規模や内容によって異なる（東日本大震災クラスの場合を想定）。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆



図表９ 体制の構築，支援の実施

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」



図表10 災害廃棄物処理

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」



図表11 一般廃棄物処理（災害廃棄物を除く）

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」

処理方針

災害廃棄物の処理は，規模の大きい災害でも発災からおおむね３年以内に終了

することを目途とする。

処理に際しては，「各地域内の一般廃棄物処理施設での処理」を基本とする。

各地域での処理が困難な場合には，「県内他地域の一般廃棄物処理施設での処理」，

「県内産業廃棄物処理施設の活用」，「仮設焼却炉の設置」，「県域を越えた広域

連携による処理」の調整を行う。

また，処理に際しては，柱角材，コンクリートがら，金属くず，津波堆積物は，

資源化することに努める。

地域区分

災害廃棄物の発生量は市町村別に算定するが，災害廃棄物の処理量については，

市町村の一般廃棄物が広域で処理されている地域があることを踏まえ，県地震等

災害被害予測調査で使用する７地域区分により算定する。

なお，県内の一般廃棄物焼却施設及び一般廃棄物最終処分場の設置状況を資料

21に示す。



図表12 県地域振興局・支庁における地域区分

出典：県地震等災害被害予測調査

図表12-１ 島しょ部の地域区分

出典：県地震等災害被害予測調査に一部加筆

西之表市，中種子町，南種子町

※　有人島を対象とした。
※　獅子島，桂島は隣接する県本土と同じ地域区分とした。

計　10区分

熊毛地域

大島地域

奄美市

喜界町
徳之島町，伊仙町，天城町
和泊町，知名町
与論町

沖永良部島
与論島

十島村トカラ列島

三島村

屋久島町

瀬戸内町

大隅諸島

奄美群島

口之島，中之島，
平島，諏訪之瀬島，
悪石島，小宝島，
宝島

黒島，硫黄島，竹島

種子島

屋久島，口永良部島

奄美大島，
加計呂麻島，
与路島，請島

喜界島
徳之島

沖永良部島
与論島
計　24島

奄美大島
加計呂麻島
与路島
請島
喜界島
徳之島

黒島
硫黄島
竹島
種子島
屋久島
口永良部島

島しょ部　諸元 被害シナリオ作成に
伴う島しょ区分

薩摩川内市甑島列島北薩地域
上甑島，中甑島，
下甑島

上甑島
中甑島
下甑島

悪石島
小宝島
宝島

鹿児島地域

中之島
平島
諏訪之瀬島

口之島

地域区分
列島・諸島名 市町村 島名

鹿児島地域，南薩地域，北薩地域，姶良・伊佐地域，

大隅地域，熊毛地域，大島地域 計７地域


